
令
和
元
年
六
月
十
七
日
提
出

質
問
第
二
三
六
号

米
国
金
融
制
裁
の
朝
鮮
総
連
幹
部
等
へ
の
適
用
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書提

出

者

松

原

仁
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米
国
金
融
制
裁
の
朝
鮮
総
連
幹
部
等
へ
の
適
用
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
米
国
金
融
制
裁
の
朝
鮮
総
連
幹
部
等
へ
の
適
用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内

閣
衆
質
一
九
八
第
一
八
八
号
）
は
我
が
国
の
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
が
海
外
拠
点
の
属
す
る
国
の
法
規
制
を
遵
守
す
る
重
要
性
を

金
融
庁
が
よ
く
理
解
し
て
い
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

本
職
の
調
べ
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
米
国
）
大
統
領
令
第
一
万
三
千
六
百
八
十
七
号
で
財
務
長
官
が
国
務
長
官
と
協

議
し
て
資
産
を
凍
結
す
る
対
象
と
定
め
ら
れ
た
北
朝
鮮
政
府
ま
た
は
朝
鮮
労
働
党
の
当
局
者
に
該
当
す
る
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯

合
会
（
朝
鮮
総
連
）
の
最
高
幹
部
で
、
北
朝
鮮
の
最
高
人
民
会
議
代
議
員
に
も
選
出
さ
れ
て
い
る
者
が
、
米
国
に
支
店
を
有
す

る
我
が
国
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
の
東
京
都
内
の
支
店
と
長
年
取
引
し
て
い
る
。
当
該
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
に
口
座
が
あ
れ
ば
簡

易
な
手
続
き
で
海
外
送
金
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
米
ド
ル
建
て
の
他
行
宛
海
外
送
金
に
つ
い
て
は
仕
組
み
上
必
ず
米
国
の

コ
ル
レ
ス
銀
行
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
重
大
な
問
題
が
あ
る
。

金
融
庁
は
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
に
、
北
朝
鮮
政
府
ま
た
は
朝
鮮
労
働
党
の
当
局
者
に
該
当
す
る
朝
鮮
総
連
幹
部
等
と
の
取
引

を
停
止
ま
た
は
解
約
す
る
よ
う
指
導
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


